
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
弾性変形されることにより先端部側の接触部の片面側が、電気部品の 離接され
る長板状のコンタクトピンにおいて、前記接触部は、幅方向の両側縁部側より中央部側が
薄肉とされて、前記球状端子に離接する２つの傾斜面が形成され、該両傾斜面が前記球状
端子の中心を向いていることを特徴とするコンタクトピン。
【請求項２】
前記先端部側は二股形状に形成されて、この二股に分かれた各分岐片に、一つずつ前記傾
斜面を形成したことを特徴とする請求項１記載のコンタクトピン。
【請求項３】
前記二股形状の各分岐片は、接触部側より、根本側の幅を狭く形成したことを特徴とする
請求項２記載のコンタクトピン。
【請求項４】
前記二股形状の各分岐片の接触部のみに、前記傾斜面を形成したことを特徴とする請求項
２記載のコンタクトピン。
【請求項５】
前記二股形状の各分岐片は、根本から先端に行くに従って徐々に幅が狭くなるように形成
され、該根本から先端まで前記傾斜面を形成したことを特徴とする請求項２記載のコンタ
クトピン。
【請求項６】
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長板状のコンタクトピンが配設された接続装置本体上に、 されたときに前記コンタク
トピンを弾性変形させる 自在に配設され、又、

該操作部材を一方へ移動させたときに、前記移動板を移動させ
て前記コンタクトピンを弾性変形させて変位させることにより、電子部品の球状端子が前
記コンタクトピンと非圧接状態で挿入され、 を ときに
、前記移動板が元の位置に復帰されて前記コンタクトピンの弾性変形が解除されることに
より、前記電子部品の 前記コンタクトピンの 電気的に接続
させるようにした電気的接続装置であって、前記コンタクトピンの接触部は、幅方向の両
側縁部側より中央部側が薄肉とされると共に、二股形状に形成されることにより、この二
股に分かれた各分岐片に、一つずつ前記球状端子の中心を向くように傾斜面が形成された
ことを特徴とする電気的接続装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体装置（以下「ＩＣパッケージ」という）等の電子部品の球状端子に離
接されるコンタクトピン及び、このコンタクトピンを用いた電気的接続装置の改良に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種のものとしては、例えば図１８及び図１９に示すようなものがある（実開昭
６０ー１０９２７２号公報参照）。この「コンタクトピン」に相当する接触子１は、一枚
の金属板が折曲げ加工されて形成され、この接触子１には、一対の接触片２ ,３が形成さ
れている。そして、この両接触片２，３の間に、図１９に示すように、棒状のピン端子４
が挿入されて接触されることにより電気的に接続されるようになっている。
【０００３】
詳しくは、一方の接触片２には、スリット部２ａが形成されると共に、他方の接触片３に
は、切起し部３ａが形成されている。そして、前記棒状のピン端子４が、それらスリット
部２ａ及び切起し部３ａの各角部２ｂ，３ｂに当接されて導通されることとなる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のものにあっては、かかる接触子１を配設する部位に、ス
ペース的に制約がある場合には、かかる接触子１の構造では、間隔Ｌをそれ程短くできな
い。
【０００５】
また、ピン端子４と両接触片２，３との位置関係がズレた時には、各角部２ｂ，３ｂに確
実に接触されず、導通性能が低下する虞がある。
【０００６】
そこで、この発明は、スペース的に有利で、且つ、導通性を確保できるコンタクトピン及
び電気的接続装置を提供することを課題としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を達成するために、請求項１に記載の発明は、弾性変形されることにより先端
部側の接触部の片面側が、電気部品の 離接される長板状のコンタクトピンにお
いて、前記接触部は、幅方向の両側縁部側より中央部側が薄肉とされて、前記球状端子に
離接する２つの傾斜面が形成され、該両傾斜面が前記球状端子の中心を向いているコンタ
クトピンとしたことを特徴とする。
【０００８】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の構成に加え、前記先端部側は二股形状に形成
されて、この二股に分かれた各分岐片に、一つずつ前記傾斜面を形成したことを特徴とす
る。
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【０００９】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の構成に加え、前記二股形状の各分岐片は、接
触部側より、根本側の幅を狭く形成したことを特徴とする。
【００１０】
請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の構成に加え、前記二股形状の各分岐片の接触
部のみに、前記傾斜面を形成したことを特徴とする。
【００１１】
請求項５に記載の発明は、請求項２に記載の構成に加え、前記二股形状の各分岐片は、根
本から先端に行くに従って徐々に幅が狭くなるように形成され、該根本から先端まで前記
傾斜面を形成したことを特徴とする。
【００１２】
請求項６に記載の発明は、長板状のコンタクトピンが配設された接続装置本体上に、
されたときに前記コンタクトピンを弾性変形させる 自在に配設され、又、

該操作部材を一方へ移動させたとき
に、前記移動板を移動させて前記コンタクトピンを弾性変形させて変位させることにより
、電子部品の球状端子が前記コンタクトピンと非圧接状態で挿入され、 を

ときに、前記移動板が元の位置に復帰されて前記コンタクトピンの弾
性変形が解除されることにより、前記電子部品の 前記コンタクトピンの

電気的に接続させるようにした電気的接続装置であって、前記コンタクトピ
ンの接触部は、幅方向の両側縁部側より中央部側が薄肉とされると共に、二股形状に形成
されることにより、この二股に分かれた各分岐片に、一つずつ前記球状端子の中心を向く
ように傾斜面が形成された電気的接続装置としたことを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について説明する。
【００１４】
［発明の実施の形態１］
図１乃至図１３には、この発明の実施の形態１を示す。
【００１５】
まず構成を説明すると、図４，５，６中符号１１は、「電気的接続装置」としてのＩＣソ
ケットで、このＩＣソケット１１は、「電子部品」であるＩＣパッケージ１２の性能試験
を行うために、このＩＣパッケージ１２の「球状端子」としての半田ボール１２ｂと、測
定器（テスター）のプリント配線板（図示省略）との電気的接続を図るものである。
【００１６】
このＩＣソケット１１は、大略すると、プリント配線板状に装着される「接続装置本体」
としてのソケット本体１３を有し、このソケット本体１３上には、四角形の移動板１４が
所定の方向に横動自在する配設され、この移動板１４を横動させることにより、ソケット
本体１３に配設されたコンタクトピン１９が弾性変形されるようになっている、また、こ
の移動板１４の上側には、上プレート１６がソケット本体１３に固定された状態で配設さ
れると共に、これらの上側には、更に、四角形の枠形状の １７が上下動自在に配
設されており、この １７を上下動させることにより、Ｘ字形リンク１８を介して
前記移動板１４が横動させるようになっている。
【００１７】
より詳しくは、前記コンタクトピン１９は、バネ性を有し、導電性の優れた材料から長板
状に形成され、図５及び図６等に示すように、ソケット本体１３に圧入され、このソケッ
ト本体１３の下面から下方にリード部１９ａが突出され、このリード部１９ａが、前記プ
リント配線板に電気的に接続されるようになっている。また、このコンタクトピン１９の
、ソケット本体１３の上面から突出した上部側（先端部側）は、移動板１４の挿通部１４
ｂ及び上プレート１６の貫通孔１６ｂに挿入されている。このコンタクトピン１９の先端
部側は、図１及び図２に示すように、幅方向の両側縁部側より中央部側が薄肉とされると
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共に、二股形状に形成されることにより、この二股に分かれた各分岐片１９ｂ，１９ｂに
、一つずつ半田ボール１２ｂの中心を向くように傾斜面１９ｃ，１９ｃが形成されている
。そして、図７の（ａ）に示す状態から（ｂ）に示す状態まで移動板１４が矢印方向に横
動されることにより、この移動板１４の押圧部１４ａでコンタクトピン１９が押圧されて
弾性変形されて変位され、ＩＣパッケージ１２の半田ボール１２ｂが上プレート１６の貫
通孔１６ｂに挿入できるようになっている。その後、移動板１４を図７の（ｃ）に示すよ
うに矢印方向に戻すことにより、コンタクトピン１９がＩＣパッケージ１２の半田ボール
１２ｂに接触されて電気的に接続されるようになっている。
【００１８】
さらに、上プレート１６は、四角形状を呈し、ソケット本体１３から突設された図示省略
の複数の位置決めボスが、四角形の角部に形成された凹部に嵌合されることにより、ソケ
ット本体１３に固定された状態で、前記移動板１４の上側に配設されている。この移動板
１４には、前記位置決めボスが遊挿される遊挿部が形成されており、この遊挿部の大きさ
は、移動板１４の横動時にその位置決めボスに干渉せずに横動を許容する大きさに設定さ
れている。そして、この上プレート１６には、ＩＣパッケージ１２の半田ボール１２ｂが
挿入される四角形の多数の貫通孔１６ｂが、前記移動板１４の挿通部１４ｂと対応した位
置に形成されると共に、図４等に示すように、ＩＣパッケージ１２を載置するときの位置
決めを行うガイド部１６ｃが、ＩＣパッケージ１２の各角部に対応して４カ所に突設され
ている。
【００１９】
さらに、 １７は、図４に示すように、ＩＣパッケージ１２が挿入可能な大きさの
開口１７ａを有する四角形の枠状を呈し、この開口１７ａを介してＩＣパッケージ１２が
挿入されて上プレート１６上に載置されるようになっていると共に、この １７は
ソケット本体１３にスライド部１７ｂを介して上下動自在に配設されている。そして、図
６に示すように、 １７はソケット本体１３との間に配設されたスプリング２０に
より上方に付勢されている。
【００２０】
さらにまた、前記Ｘ字形リンク１８は、この実施の形態では、四角形の移動板１４の横動
方向に沿う両側面部の、移動方向の各両端部に対応して４カ所に配設されており、トグル
ジョイントを構成するようになっている。
【００２１】
具体的には、このＸ字形リンク１８は、同じ長さの第１リンク部材２３と第２リンク部材
２５とを有し、これらが中央連結ピン２７にて回動自在に連結されている。
【００２２】
そして、この第１リンク部材２３の下端部２３ｂが、ソケット本体１３に下端連結ピン２
９にて回動自在に連結される一方、第２リンク部材２５の下端部２５ａが、移動板１４の
横動方向に沿う側面部の一方の端部に下端連結ピン３０にて回動自在に連結されている。
これら第１，第２リンク部材２３，２５の上端部２３ｃ，２５ｂが １７に上端連
結ピン３３，３４にて回動自在に連結されている。この第１リンク部材２３の上端部２３
ｃに設けられた上端連結ピン３３は、 １７に形成された横方向に長い長孔１７ｃ
に対して横方向に移動自在に挿入されている。
【００２３】
また、ソケット本体１３には、図６及び図８に示すように、ラッチ３５が下端部の軸３５
ａを中心に回動自在に配設されて、所定の位置にセットされたＩＣパッケージ１２の側縁
部に係脱するように設定され、スプリング３６により係止方向に付勢されている。そして
、 １７には、下降時に、そのラッチ３５に摺動して離脱方向に回動させるカム部
１７ｄが形成されている。
【００２４】
なお、図５中符号３８は、プリント配線板に取り付ける時に位置決めを行うロケートボー
ドである。
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【００２５】
次に、かかる構成のＩＣソケット１１の使用方法について説明する。
【００２６】
まず、予め、ＩＣソケット１１のコンタクトピン１９のリード部１９ａをプリント配線板
の挿通孔に挿入して半田付けすることにより、プリント配線板上に複数のＩＣソケット１
１を配設しておく。
【００２７】
そして、かかるＩＣソケット１１にＩＣパッケージ１２を例えば自動機により以下のよう
にセットして電気的に接続する。
【００２８】
すなわち、自動機により、ＩＣパッケージ１２を保持した状態で、 １７をスプリ
ング２０の付勢力に抗して下方に押圧して下降させる。すると、図８の（ｂ）に示すよう
に、この １７のカム部１７ｄにより、ラッチ３５がスプリング３６の付勢力に抗
して回動されることにより、このラッチ３５がＩＣパッケージ１２挿入範囲から退避され
る。これと同時に、Ｘ字形リンク１８を介して移動板１４が横動され、この横動により、
移動板１４の押圧部１４ａにてコンタクトピン１９が押圧されて弾性変形されて変位され
る。（図７（ｂ）参照）。この状態で、保持していたＩＣパッケージ１２の半田ボール１
２ｂを、上プレート１６の貫通孔１６ｂに挿入して自動機からＩＣパッケージ１２を開放
する。
【００２９】
その後、自動機による １７の押圧力を解除すると、スプリング２０の付勢力によ
り、この １７が上昇され、移動板１４が元の位置に復帰される。これで、コンタ
クトピン１９が弾性力により復帰し、このコンタクトピン１９上端部の一対の傾斜面１９
ｃがＩＣパッケージ１２の半田ボール１２ｂに接触して電気的に接続される。
【００３０】
詳しくは、半田ボール１２ｂが上プレート１６の貫通孔１６ｂに挿入された状態で、図１
０の（ａ）に示すように、半田ボール１２ｂが貫通孔１６ｂの中心からズレた場合には、
コンタクトピン１９が復帰することにより、コンタクトピン１９の一方の分岐片１９ｂの
傾斜面１９ｃが、半田ボール１２ｂの側面に当接する（図１０の（ｂ）参照）。これによ
り、半田ボール１２ｂが傾斜面１９ｃの角度に沿って移動されることにより、他方の傾斜
面１９ｃにも接触され、両傾斜面１９ｃに均等な力で半田ボール１２ｂが当接することに
より、導通性が確保されると共に、半田ボール１２ｂが所定の位置に位置決めされる（図
１０の（ｃ）参照）。また、このように半田ボール１２ｂが傾斜面１９ｃを摺動すること
により、ワイピング効果が発揮されることとなる。
【００３１】
さらに、傾斜面１９ｃで半田ボール１２ｂを押圧すると、図１２の（ａ）に示すように、
この半田ボール１２ｂからの反力Ｐが傾斜面１９ｃの垂直方向に作用する。すると、この
反力Ｐの分力Ｐ１により、二股形状に形成された各分岐片１９ｂは、図１２の（ｂ）中二
点鎖線に示すように外側に撓む。これにより、半田ボール１２ｂが傾斜面１９ｃを摺動す
ることにより、ワイピング効果が発揮されることとなる。しかも、これら各分岐片１９ｂ
には、その反力Ｐにより、図１３に示すように、捻りモーメントが生じ、各分岐片１９ｂ
が図中二点鎖線に示すように捻られる。この捻りにより、傾斜面１９ｃの角度が変わるた
め、反力Ｐの方向がＰ２まで変化し、その結果、分力Ｐ１が大きくなり、それだけ各分岐
片１９ｂのたわみが大きくなる結果、ワイピング効果も一層向上することとなる。
【００３２】
これと同時に、 １７が上昇されることで、ラッチ３５がスプリング３６の付勢力
にて図６中矢印方向と反対方向に回動されて、ＩＣパッケージ１２の側部を係止すること
により、このＩＣパッケージ１２が保持されることとなる（図８の（ａ）参照）。
【００３３】
ここで、移動板１４を横動させるＸ字形リンク１８の動作について説明すれば、

10

20

30

40

50

(5) JP 3676523 B2 2005.7.27

操作部材

操作部材

操作部材
操作部材

操作部材

操作部材



１７が下降されると、図９の（ａ）の状態から（ｂ）に示すように、の各リンク部材２３
，２５の上端部２３ｃ，２５ｂが下方に押圧されて下降されることにより、各リンク部材
２３，２５が回動し、第２リンク部材２５の下端部２５ａが横方向（矢印方向）に移動す
る。これにより、移動板１４が矢印方向に横動されることとなる。
【００３４】
ところで、上記のようにコンタクトピン１９の幅方向の両側縁部側より中央部側が薄肉と
されて傾斜面１９ｃが形成されているため、この薄肉の部分に球状の半田ボール１２ｂが
入り込むようになっている。従って、図１１の（ｂ）に示すようにこの実施の形態のもと
,（ａ）に示すようにコンタクトピン１９に改良がされておらず、単なる平板状のものと
比較すると、前者の方が寸法Ｃだけ上プレート１６の貫通孔１６ｂを小さくできる。すな
わち、上プレート１６の貫通孔１６ｂは、数種類の大きさの半田ボール１２ｂを挿入でき
るように、最大径の半田ボール１２ｂとコンタクトピン１９とを挿入できる大きさに設定
する必要があるが、多数の半田ボール１２ｂが微少間隔で設けられているＩＣパッケージ
１２を保持する場合には、貫通孔１６ｂの大きさを極力小さくする必要がある。従って、
上記のように寸法Ｃだけ短くできれば、極めて効果的である。
【００３５】
尚、上記実施の形態において、コンタクトピン１９の傾斜面１９ｃの半田ボール１２ｂと
の接触部、或いは、貫通孔１６ｂ周縁部の半田ボール１２ｂとの当接部に、半田ボール１
２ｂの一部が入るような凹所を形成すれば、半田ボール１２ｂをコンタクトピン傾斜面１
９ｃと貫通孔１６ｂ周縁部との間に挟持した状態で、半田ボール１２ｂが上方に抜けない
ようにすることができ、パッケージ１２を保持することもできる。以下の実施の形態でも
同様である。
【００３６】
［発明の実施の形態２］
図１４には、この発明の実施の形態２を示す。
【００３７】
この実施の形態２は、二股形状の各分岐片１９ｂは、接触部１９ｄ側より、根本１９ｅ側
の幅Ｈが狭く形成されている。
【００３８】
このようにすれば各分岐片１９ｂの根本１９ｅの断面二次モーメントが小さくなるため、
接触部１９ｄ側に半田ボール１２ｂ側から反力が作用した場合には、この各分岐片１９ｂ
の捻りと撓みが実施の形態１より大きくなる。従って、ワイピング効果を向上させること
ができる。
【００３９】
他の構成及び作用は実施の形態１と同様である。
【００４０】
［発明の実施の形態３］
図１５には、この発明の実施の形態３を示す。
【００４１】
この発明の実施の形態３は、二股形状の各分岐片１９ｂの先端部（接触部１９ｄ）のみに
、傾斜面１９ｃが形成されている。
【００４２】
このようにすれば各分岐片１９ｂは全体として断面二次モーメントが大きくなるため、各
分岐片１９ｂの捻りと撓みが実施の形態１より小さくなるため、半田ボール１２ｂとコン
タクトピン１９との接触圧力を大きくするのに有効である。
【００４３】
他の構成及び作用は実施の形態１と同様である。
【００４４】
［発明の実施の形態４］
図１６には、この発明の実施の形態４を示す。
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【００４５】
この発明の実施の形態４は、二股形状の各分岐片１９ｂは、根本１９ｅから先端に行くに
従って徐々に幅Ｈが狭くなるように形成され、この根本１９ｅから先端まで傾斜面１９ｃ
が形成されている。
【００４６】
このようにすれば各分岐片１９ｂの断面二次モーメントが徐々に変化するため、各分岐片
１９ｂの各位置における応力分布を略均一にすることができ、応力集中を防止できる。
【００４７】
他の構成及び作用は実施の形態１と同様である。
【００４８】
［発明の実施の形態５］
図１７には、この発明の実施の形態５を示す。
【００４９】
この発明の実施の形態５のコンタクトピン２９は、上部側にＵ字状部３１が形成され、こ
のＵ字状部３１のそれぞれが二股形状に形成されて、計４つの分岐片３２が形成されてい
る。そして、これら各分岐片３２に実施の形態１と同様に傾斜面３２ａが形成されている
。
【００５０】
このものにあっては半田ボール１２ｂが、Ｕ字状部３１の間に挿入されて、両Ｕ字状部３
１が弾性変形されて広がることにより、各傾斜面３２ａに半田ボール１２ｂが接触するこ
ととなる。
【００５１】
なお、上記各実施の形態では、この発明の「コンタクトピン」をＩＣソケット１１のコン
タクトピン１９に適用したが、これに限らず、他の装置のコンタクトピンに適用できると
共に、「電気的接続装置」としてＩＣソケット１１に適用したが、電気的な接続を図るも
のであれば他の装置にも適用できることは勿論である。また、上記各実施の形態では、コ
ンタクトピンが二股形状に形成されているが、二股でなくても、接触部の、幅方向の両側
縁部側より中央部側が薄肉とされて、球状端子に離接する２つの傾斜面が形成され、この
両傾斜面が球状端子の中心を向いていれば良く、この場合は、２つの傾斜面がくの字状に
連続することとなる。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明してきたように、請求項１に記載の発明によれば、コンタクトピンの幅方向の両
側縁部側より中央部側が薄肉とされて傾斜面が形成されているため、この薄肉の部分に球
状端子が入り込むことから、単なる平板状のものと比較すると、スペースをそれだけ狭く
できる。また、その一対の傾斜面により、球状端子を案内して所定の位置に位置決めする
ことができると共に、この傾斜面を球状端子が摺動することにより、ワイピング効果を発
揮することができる。
【００５３】
請求項２に記載の発明によれば、請求項１の効果に加え、二股とすれば、各分岐片が捻れ
を伴う撓みを生ずるため、一層ワイピング効果が向上する。
【００５４】
請求項３に記載の発明によれば、請求項２の効果に加え、二股状の各分岐片は接触部側よ
り、根本側の幅を狭く形成することにより、各分岐片の捻りを大きくでき、ワイピング効
果を大きくできると共に、球状端子とコンタクトピントの接触圧が小さくても良い場合に
有効となる。
【００５５】
請求項４に記載の発明によれば、請求項２の効果に加え、二股形状の各分岐片の接触部の
みに、傾斜面を形成することにより、各分岐片の断面二次モーメントが大きくなるため、
各分岐片の捻りと撓みが小さくなるため、球状端子とコンタクトピンとの接触圧力を大き
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くするのに有効である。
【００５６】
請求項５に記載の発明によれば、請求項１の効果に加え、二股形状の各分岐片は、根本か
ら先端に行くに従って徐々に幅が狭くなるように形成され、この根本から先端まで傾斜面
が形成されているため、各分岐片の断面二次モーメントが徐々に変化するため、各分岐片
の各位置における応力分布を略均一にすることができ、応力集中を防止できる。
【００５７】
請求項６に記載の発明によれば、電気的接続装置に配設されたコンタクトピンは、幅方向
の両側縁部側より中央部側が薄肉とされて傾斜面が形成されているため、この薄肉の部分
に球状端子が入り込むことから、単なる平板状のものと比較すると、スペースをそれだけ
狭くできる。また、その一対の傾斜面により、球状端子を案内して所定の位置に位置決め
することができると共に、この傾斜面を球状端子が摺動することにより、ワイピング効果
を発揮することができる。しかも、そのコンタクトピンを二股とすれば、各分岐片が捻れ
を伴う撓みを生ずるため、一層ワイピング効果が向上する、という実用上有益な効果を発
揮する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態１に係るコンタクトピンや半田ボール等を示す図で、（ａ
）は平面図、（ｂ）は断面図である。
【図２】同実施の形態１に係るコンタクトピンの上部側を示す斜視図である。
【図３】同実施の形態１に係るコンタクトピンの正面図である。
【図４】同実施の形態１に係るＩＣソケットの平面図である。
【図５】同実施の形態１に係るＩＣソケットの半断面した正面図である。
【図６】同実施の形態１に係る図５の半断面した右側面図である。
【図７】同実施の形態１に係る移動板やコンタクトピン等の関係を示す断面図である。
【図８】同実施の形態１に係るラッチ等を示す図で、（ａ）はＩＣパッケージを保持した
状態、（ｂ）はＩＣパッケージを解除した状態を示す図である。
【図９】同実施の形態１に係るＩＣソケットのリンク機構を示す概略図で、（ａ）は上部
操作部材を下降させる前の状態、（ｂ）は上部操作部材を下降させた状態を示す。
【図１０】同実施の形態１に係るコンタクトピンと半田ボールとの作用を示す平面図であ
る。
【図１１】同実施の形態１に係るコンタクトピンと半田ボールとを示す平面図である。
【図１２】同実施の形態１に係るコンタクトピンと半田ボールとを示す図で、（ａ）は平
面図、（ｂ）は断面図である。
【図１３】同実施の形態１に係るコンタクトピンと半田ボールとの作用を示す平面図であ
る。
【図１４】この発明の実施の形態２に係るコンタクトピンを示す図で、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図である。
【図１５】この発明の実施の形態３に係るコンタクトピンを示す図で、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図である。
【図１６】この発明の実施の形態４に係るコンタクトピンを示す図で、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図である。
【図１７】この発明の実施の形態４に係るコンタクトピン及び半田ボールを示す図で、（
ａ）は平面図、（ｂ）は正面図である。
【図１８】従来例を示す接触子の斜視図である。
【図１９】同従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
11　ＩＣソケット（電気的接続装置）
12　ＩＣパッケージ（電気部品）
12b 半田ボール（球状端子）
13　ソケット本体（接続装置本体）
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14　移動板
14a 押圧部
16　上プレート
16b 貫通孔
17　
18　Ｘ字形リンク（リンク機構）
19,29　コンタクトピン
19b,32　分岐片
19c,32a　傾斜面
19d 接触部
19e 根本
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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